
 

聴聞官及び意見聴取官に関する規程 

平成６年１２月２日 

福岡県警察本部訓令第３０号 

 

聴聞官に関する規程を次のように定める。 

聴聞官及び意見聴取官に関する規程 

聴聞官に関する規程（昭和４６年福岡県警察本部訓令第４号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第

２６号）第３条及び福岡県公安委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年福岡

県公安委員会規則第５号）第３条に規定する聴聞の主宰者、道路交通法の規定に基づく意見の

聴取及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第２７号）第３条及び

第４条第２項、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関

する規則（平成１２年国家公安委員会規則第１９号）第２条に規定する意見の聴取の主宰者並

びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する

規則（平成３年国家公安委員会規則第５号）第３条第１項に規定する意見聴取官について必要

な事項を定めるものとする。 

（聴聞官及び意見聴取官） 

第２条 聴聞及び意見の聴取の主宰者として指名される警察職員（以下「聴聞官」という。）は、

別表第１に掲げる者及び聴聞官として任命された会計年度任用職員（以下「非常勤聴聞官」と

いう。）とする。 

２ 意見聴取官は、別表第２に掲げる者とする。 

（任務等） 

第３条 聴聞又は意見の聴取の主宰者として指名された聴聞官は、行政手続法その他の法令の規

定による聴聞及び意見の聴取を主宰する。 

２ 意見聴取官は、公安委員会から求められた場合は、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第５条第１項（同法第１５条の２第８項及び第９項並びに

第３０条の８第４項及び第５項において準用する場合を含む。）に規定する意見聴取に陪席し

て主宰者を補佐し、又は同法第３４条第１項若しくは第３５条第３項若しくは第４項に規定す

る意見聴取のうち、当該意見聴取に係る命令をしようとする理由若しくは仮の命令をした理由

について重大な争点が認められない事案について意見聴取を主宰することができる。 



 

３ 聴聞官及び意見聴取官は、聴聞、意見の聴取又は意見聴取の結果が処分を受ける者の権利に

重大な影響を及ぼすことに留意して、関係者の意見陳述を十分に聴取し、聴聞、意見の聴取又

は意見聴取の経過を行政庁に正確に反映させなければならない。 

（主席聴聞官） 

第４条 主席聴聞官は、非常勤聴聞官のうちから任命する。 

２ 主席聴聞官は、非常勤聴聞官に関する業務を総括する。 

（勤務場所等） 

第５条 非常勤聴聞官の勤務場所等については、聴聞及び意見の聴取の事務を所掌する所属長の

申出に基づき、総務部長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成６年１２月７日から施行する。 

附 則（平成８年３月２８日福岡県警察本部訓令第１１号） 

この訓令は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年４月９日福岡県警察本部訓令第９号） 

この訓令は、平成９年４月９日から施行する。 

附 則（平成１０年８月２０日福岡県警察本部訓令第１５号） 

この訓令は、平成１０年８月２０日から施行する。 

附 則（平成１２年１１月１６日福岡県警察本部訓令第３４号） 

この訓令は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１１月２２日福岡県警察本部訓令第３６号） 

この訓令は、平成１２年１１月２４日から施行する。 

附 則（平成１７年４月１日福岡県警察本部訓令第１２号） 

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年４月２７日福岡県警察本部訓令第１７号） 

この訓令は、平成１８年４月２７日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月６日福岡県警察本部訓令第３４号） 

この訓令は、平成１９年１２月１０日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３０日福岡県警察本部訓令第１８号） 

この訓令は、平成２１年３月３１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月１０日福岡県警察本部訓令第３６号） 

この訓令は、平成２１年１２月１０日から施行する。 



 

附 則（平成２１年１２月２５日福岡県警察本部訓令第４０号） 

この訓令は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２４日福岡県警察本部訓令第８号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令中第３条、第１０条、第１２条及び第１４条の規定は平成２２年３月２５日から、

その他の規定は同年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年９月１５日福岡県警察本部訓令第１６号）抄 

この訓令は、平成２２年９月１５日から施行する。 

附 則（平成２３年３月３日福岡県警察本部訓令第４号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２３年３月３日から施行する。ただし、第３条中福岡県警察公文書管理規

程別表第１の改正規定並びに第４条、第５条、第８条、第１２条及び第１３条の規定は、同年

４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年２月２８日福岡県警察本部訓令第３号）抄 

この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１０月２６日福岡県警察本部訓令第１５号） 

この訓令は、平成２４年１０月３０日から施行する。 

附 則（平成２６年２月２８日福岡県警察本部訓令第２号）抄 

この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月１４日福岡県警察本部訓令第９号） 

この訓令は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２１日福岡県警察本部訓令第１０号） 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月１２日福岡県警察本部訓令第１５号） 

この訓令は、平成２９年６月１４日から施行する。 

附 則（平成３１年３月５日福岡県警察本部訓令第６号） 

この訓令は、平成３１年３月８日から施行する。ただし、第１条（別表第１の改正規定に限る。）、

第４条、第５条、第８条及び第９条の規定は、同年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日福岡県警察本部訓令第１２号） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月３日福岡県警察本部訓令第５号） 



 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１１条（別表第１の１の表中交通部

の部の改正規定に限る。）及び第４１条の規定は、同年３月７日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

聴聞官 

職名 

被害者支援・相談課長 

被害者支援・相談課次席 

会計課長 

会計課管理官（調度） 

教養課長 

教養課次席 

生活安全総務課長 

生活安全総務課統括管理官 

人身安全対策課長 

人身安全対策課次席 

人身安全対策課管理官（支援） 

生活保安課長 

生活保安課許可等事務担当室長 

組織犯罪対策課長 

組織犯罪対策課管理官 

組織犯罪対策課保護対策室長 

交通企画課長 

交通企画課管理官（安全） 

交通規制課長 

交通規制課次席 

交通指導課長 

交通指導課次席 

交通指導課管理官（駐車） 

運転免許試験課長 

運転免許試験課次席 



 

運転免許管理課長 

運転免許管理課次席 

別表第２（第２条関係） 

意見聴取官 

職名 

組織犯罪対策課長 

組織犯罪対策課管理官 

組織犯罪対策課保護対策室長 

暴力団犯罪捜査課長 

暴力団犯罪捜査課次席 

暴力団犯罪捜査課管理官 

北九州地区暴力団犯罪捜査課長 

北九州地区暴力団犯罪捜査課次席 

北九州地区暴力団犯罪捜査課管理官 

 


